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I.  緑の基本計画とは 

中長期的な視点に立って策定する、都市の緑地の保全と緑化の推進に関する基本計画 

II.  緑の将来像・基本方針 

緑の将来像 

 

 

基本方針 

① 人と緑と生きものが共生しふれあえる、水と緑のネット

ワークをつくります 

② 多種多様な緑をいかし、船橋らしい風格ある緑の都市を

つくります 

③ 安全で快適な暮らしに役立つ、質の高い緑を増やします 

④ 市民・事業者との連携により、緑を守り育んでいきます 

III.  計画の目標 

目標年度を令和２７年度（中間年度：令和１７年度）として計画の目標を設定。 

目標【目標値】 現況（令和６年度） 目標値（令和 17年度） 目標値（令和２7年度） 

緑の確保 

【緑被率】 
26.4% 適切な保全と緑化の推進により上昇を目指す 

都市公園の整備 

【都市公園の総面積】 
２２０ha ２３４ha ２６７ha 

緑に対する満足度の向上 

【市民満足度】 
44.8% ５０％ ６０％ 

IV.  基本施策、個別施策 

緑へのアプローチから基本施策を整理。また、目的や対象ごとに個別施策を整理・統合。 

基本施策 個別施策 

守る 「樹林地の保全」「農地の保全」など、５施策 

増やす 「公園緑地の整備・確保」「自然を生かした水辺環境の創出」など、８施策 

はぐくむ 「適正な樹木管理」「公園施設の適正な維持管理」など、６施策 

いかす 「防災機能の確保」「雨水貯留・浸透機能の確保」など、５施策 

親しむ 「花のあふれるまちづくり」「緑に触れ合う機会の創出」など、４施策 

緑の将来像図 


